
別 紙 
 

島根原子力発電所２号機 プルサーマル発電に係る説明会開催日程 

 

１．説明内容 ○島根原子力発電所２号機におけるプルサーマル発電について 

○島根原子力発電所１～３号機の現状について 

 （２号機 燃料支持金具の仕様相違に伴う運転上の制限の逸脱および復帰について 等） 

２．説 明 者 電源事業本部 島根原子力本部長 他 

３．開催日程 

開催地 日 時 会 場 

松江市 

2026年 7月 8日（水） 

19：00～20：30〔開場 18：30〕 

鹿島文化ホール 研修ホール〔定員 250 人〕 

住所：島根県松江市鹿島町佐陀本郷 659 

2026年 7月 11日（土） 

14：00～15：30〔開場 13：30〕 

くにびきメッセ 国際会議場〔定員 310 人〕 

住所：島根県松江市学園南 1 丁目 2-1 

安来市 
2026年 7月 13日（月） 

19：00～20：30〔開場 18：30〕 

安来市総合文化ホール アルテピア 小ホール 

〔定員 280 人〕住所：島根県安来市飯島町 70 

出雲市 
2026年 7月 14日（火） 

19：00～20：30〔開場 18：30〕 

ビッグハート出雲 白のホール〔定員 220 人〕 

住所：島根県出雲市駅南町 1 丁目 5 

雲南市 
2026年 7月 15日（水） 

19：00～20：30〔開場 18：30〕 

雲南市木次経済文化会館 チェリヴァホール 

〔定員 330 人〕住所：島根県雲南市木次町里方 55 
 

４．米子市、境港市における説明会について 

当社は、プルサーマル計画に係るプロセスを進めるにあたって、安全協定に  

基づき頂いたご意見に誠意を持って対応することを、鳥取県、米子市、境港市に  

文書で提示させていただくこととしています。 

  米子市、境港市での説明会を開催するにあたっては、まず当該文書を提出する 

必要があると考え、これに向け、当社の対応に係る安全協定上の取り扱いや考え方

について検討しているところであり、今後、同県市と調整させていただきたいと 

考えています。 

検討には一定程度の時間を要するため、米子市、境港市の説明会につきましては、

別途、改めてご案内させていただくこととしています。 
 

 

（補足事項） 

・日本がエネルギー政策として推進する「核燃料サイクル」の一環である「プルサーマル発電」の 
必要性等について、経済産業省資源エネルギー庁から説明いただきます。 

・開催地区以外にお住まいの方もご参加いただくことができます。なお、事前申し込みは不要です
が、定員を超えた場合は、入場をご遠慮いただくことがあります。 

・当日は報道機関への公開を予定しています。 
・説明会終了後、説明内容および質疑応答について、当社ホームページへの掲載を予定しています。 
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